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④ 農場の分割後の飼養衛生管理の徹底 

家畜の所有者は、②及び③により必要な設備等の整備が生じた場合は、これ

を行い、農場を分割した後は、分割した農場ごとに、飼養衛生管理基準を厳格

に遵守するとともに、法第 12 条の４に基づく定期の報告を行う。 

また、②及び③で検討・設定したとおりの飼養衛生管理が行われているか、

家畜保健衛生所により農場の分割管理の運用開始時の確認及び開始後は毎年複

数回の確認を受ける。 

なお、家畜保健衛生所は、当該農場における飼養衛生管理基準の状況を立入、

電話、写真等の都道府県の飼養衛生管理指導等計画で定めた方法により必要に

応じて随時、確認することとする。 

 

（２）検討にあたっての留意点 

① 衛生管理区域の設定 

ア 農場ごとの出入口の設定 

分割管理を行うに当たっては、元々１つの農場であって人・車両等の行き

【飼養衛生管理基準の概要】 

 

（参考）飼養衛生管理の徹底のための取組 

農場 HACCP では、飼養衛生管理基準を基礎として一般的衛生管理

プログラムを確立し、必要に応じてモニタリングや記録を行うこと

としている。また、作業手順の文書化や教育訓練なども含まれてい

るため、分割管理を行う上でもソフト対策として有効な取組の一つ

である。 
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来があった場所を区分するため、その境界を明確にし、農場ごとに出入口を

設ける。 

また、人の出入り時に必要となる手指消毒や衣服・靴の交換を行うための

更衣室等の設備や、車両の出入り時に必要となる車両消毒設備等、衛生管理

区域の入退場時に必要な対応を行うための設備を整備する。 

 

イ 農場間の境界の明確化 

隣接する農場の境界には柵等を設置するなど、人・車両等の行き来が容易

に出来ないように境界を明確に区分する。 

なお、豚又はいのししの飼養農場のうち、野生いのししの生息地域に所在

する農場においては、飼養衛生管理基準に基づき、防護柵の設置が必須であ

るが、既に衛生管理区域の外周に防護柵が設置されており、分割管理の実施

によって新たに農場の境界を設けることで分割後の農場に野生いのししが侵

入するおそれがない場合は防護柵以外とすることもできる。 
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ウ 飼料タンクや保管庫の取扱い 

飼料タンクや保管庫など、家畜と直接接触する可能性がある物を保管する

施設は、病原体に汚染されるおそれがあることから、原則、衛生管理区域内に

配置する必要がある。ただし、飼料タンクからパイプラインでそれぞれの畜

舎に飼料が直送されている場合は、当該飼料タンクを衛生管理区域外に設定

することもできる。 

また、タンクから一輪車に直接飼料を出して畜舎ごとに運んでいる場合は、

農場ごとに新たにタンク等の飼料保管場所を設け、運搬動線を農場ごとに設

定する。 

（参考）境界を明確化するための柵等の一例 

積雪のある地域では雪による破損が生じないようにするなど、地

域の実態に合わせて設置する。 

防護柵 

杭とロープ 
（ロープは複数本設置） 

園芸用のフェンス 
（固定されたもの） フェンス 

ネット（固定されたもの） 



12 
 

  

エ 畜舎間の地下で共有される施設の取扱い 

除糞ベルトやピット等を畜舎間で共有している場合、これらの施設を介し

て野生動物等が畜舎間を行き来するなど、病原体を広めるおそれがある。こ

のため、これらの施設については分割する農場間で共有しないようにする。

なお、ピットへの蓋の設置や施設の構造等により農場間で病原体を広めるお

それがないと判断出来る場合はこの限りではない。 

オ 防疫措置における作業動線の検討 

分割後の農場で特定家畜伝染病が発生した際に備え、非発生農場が日常の

飼養管理を行うに当たり、飼料の搬入経路の確保など、飼養管理に支障がな

いよう防疫措置を実施する上での作業動線を考慮する。 

カ 集卵ベルトの取扱い 
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採卵鶏において集卵ベルトが鶏舎間を貫通している場合、病原体に汚染さ

れたおそれのある物品が鶏舎間を移動することとなるため、農場間で集卵ベ

ルトを共用しないようにする。 

集卵室を共用する場合は、作業時間や区画を分けるなど動線が交差しない

ようにするとともに、集卵した卵は農場毎に分けて保管しておくことが望ま

しい。 

 

キ 農場敷地内で確保されていた埋却予定地の取扱い 

埋却予定地については、分割管理前の農場の飼養頭羽数に必要な面積は既

に確保されていることから、必ずしも追加の土地を確保する必要はないもの

の、農場敷地内に埋却予定地を準備していた場合、衛生管理区域の設定によ

っては新たに埋却予定地の確保が必要となる場合がある。 
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